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令和８年度いわて働き方改革加速化推進業務仕様書 

 

令和８年２月 20日 岩手県  

 

 この「業務仕様書」は、岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８年度いわて働き方改革

加速化推進業務」（以下「本業務」という。）について、県が契約する事業者（以下「受託者」とい

う。）に要求する本業務の概要や仕様等について明らかにするものである。 

 

１ 本業務の概要 

 (1) 事業趣旨 

   仕事へのやりがい・働きがいを感じ、ライフスタイルやライフステージに応じた柔軟で多様 

な働き方を可能とする労働環境の整備と処遇の改善及びアンコンシャス・バイアス、ジェンダ 

ー・ギャップへの気づきの促進に向けて、「いわて働き方改革推進運動」の展開等を実施する 

もの。 

  (2) 委託期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

  

２ 業務内容 

 (1) いわて働き方改革推進運動の展開 

   「いわてで働こう推進協議会」の構成団体等との連携を図りながら、いわて働き方改革推 

進運動への参加企業等からの相談対応や同運動への参加促進に係る取組を実施すること。 

 なお、いわて働き方改革推進運動参加事業所数は月ごとにとりまとめを行い、翌月速やか 

に管理表等により報告すること。 

(2) いわて働き方改革ＡＷＡＲＤの実施 

  ア いわて働き方改革推進運動への参加企業等の働き方改革の取組を、ウの審査方法により審査 

し、最優秀賞等を決定し、授賞式（受賞企業等の事例発表を含む。）を開催すること。 

イ 県内企業等の雇用・労働環境の改善につながるよう、最優秀賞等に選ばれた企業等に加え、 

運動参加企業等のＰＲをウェブサイト等を通じて積極的に実施すること。 

ウ 審査方法 

(ｱ) 審査方法については提案事項とする。ただし、次のいずれかの方法によることを基本と 

し、県と協議・調整の上実施すること。 

ａ 応募企業等がセミナー等の公開の場で発表等を行い、審査員が審査の上決定する公

開コンテスト方式 

ｂ 応募企業等について、事務局が必要な調査を実施の上、審査委員会を設けて審査の

上決定する方式 

(ｲ) 審査基準等は県において別途定めることとしていることから、実施に当たっては、県と 

十分調整を図ること。 

エ 最優秀賞受賞企業等の副賞（企業 PRに資するもの）及びトロフィーを授与し、その他の賞 

の受賞企業等には副賞としてトロフィーを授与すること。 
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 (3) 働き方改革包括支援業務の実施   

  ア いわて働き方改革サポートデスクの運営  

いわて働き方改革サポートデスクを設置して、いわて働き方改革推進運動への参加企業 

等からの相談対応や同運動への参加促進、くるみん・えるぼしの取得促進、働き方改革ア 

ドバイザーの派遣調整、企業等への助言等の業務を実施すること。 

 なお、いわて働き方改革サポートデスク利用実績は、イの働き方改革アドバイザーの派 

遣実績と併せて月ごとにとりまとめを行い、翌月速やかに管理表等により報告すること。 

  イ 働き方改革アドバイザーの派遣 

社会保険労務士やキャリアカウンセラー等の専門的知識、経験を有する者を働き方改革 

アドバイザーとして委嘱し、いわて働き方改革加速化推進運動への参加企業等に対して働 

き方改革の取組実態の聞き取りや働き方改革を実践するためのアドバイス等（対面形式の 

ほか、オンライン等を活用し、効果的かつ効率的な方法による）を実施すること。 

  ウ 過年度補助事業者（魅力ある職場づくり推進事業費補助金）による取組状況報告を 

踏まえたフォローアップ支援 

    令和５年度から令和７年度までに県が交付した魅力ある職場づくり推進事業費補助金の 

過年度補助事業者（32者程度）に対して、事業採択時の事業計画（３か年）に基づく取組 

状況を県が作成する様式により調査するとともに、訪問等による助言等を行うこと（助言 

等を実施する企業は、別途県と協議すること。）。 

 (4) 働き方改革関連ホームページの運営・管理 

    「いわて働き方改革ポータルサイト」を運営・管理すること。テレワークをはじめとした柔 

軟な働き方の実現に向けた取組等に係る優良事例の普及や、働き方改革に関する各種支援制度 

等についての情報を掲載し、必要に応じて最新の情報に更新すること。 

 

３ 本業務の数値目標 

(1) いわて働き方改革推進運動参加企業数 1,350事業者(平成 29年度からの累計) 

(2) サポートデスク利用回数 150件 

 

４ 成果物 

成果物は下記のとおりとする。紙媒体１部及び電子ファイルを提出すること。 

※ 電子ファイルは、Portable Document Format®形式で提出すること。 

なお、県は、受託者と協議した上で、Portable Document Format®形式以外での提出を求めるこ

とできる。 

(1) 業務成果報告書 

(2) 関連資料 

（業務の実施・成果等の根拠となる資料。イベント・セミナー等のチラシ、セミナーテキス 

ト、アンケート結果 等） 


